
◎地方税法等の一部を改正する法律 
（令和二年三月三一日法律第五号）   

一、提案理由（令和二年二月一八日・衆議院総務委員会） 

○高市国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正

する法律案について、御説明申し上げます。 

 まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要

を御説明申し上げます。 

 現下の経済社会情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案

を提出した次第です。 

 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、固定資産税の改正です。所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題

に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し

必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみな

して課税することができる制度の拡大を行うこととしております。 

 第二に、個人住民税の改正です。未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等

の見直しを行うこととしております。 

 第三に、法人事業税の改正です。電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に

係る課税方式の見直しを行うこととしております。 

 そのほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。 

……………（略）…………… 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（令和二年二月二八日） 

○大口善徳君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 初めに、地方税法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地等に係る固定資産税

の課題への対応を行うとともに、個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の支

援措置、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し等の措置を講じようとするも

のであります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る二月十三日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付

託されました。 

 委員会におきましては、十八日両案について高市総務大臣から提案理由の説明を聴取

した後、二十日から質疑に入り、本日、安倍内閣総理大臣に対する質疑を行い、質疑を

終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、両案は賛成多数を

もっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 



 なお、委員会において、持続可能な地方税財政基盤の確立及び東日本大震災等への対

応に関する件について決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇決議（令和二年二月二八日） 

厳しい地方財政の現状を踏まえ、地方公共団体が必要な行政サービスを安定的かつ効

果的に提供していくためには、持続可能な地方税財政基盤の確立が不可欠であることに

鑑み、政府は、次の諸点について措置すべきである。 

一 地方公共団体が、人口減少の克服、地域経済の活性化、地域社会の維持・再生等の

重要課題に取り組んでいくためには、地域の実情に応じた自主的かつ主体的な取組を

長期間にわたって実施していく必要があることに鑑み、令和三年度以降も地方公共団

体の安定的な財政運営に必要な一般財源総額が、予見可能性を持って安定的に確保さ

れるよう、全力を尽くすこと。 

二 地方交付税については、本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が十分発揮

できるよう、引き続き、地方税等と併せ必要な総額の充実確保を図るとともに、法定

率の引上げを含めた抜本的な見直しを検討し、臨時財政対策債等の特例措置に依存し

ない持続的な制度の確立を目指すこと。また、基準財政需要額の算定に当たっては、

条件不利地域等、地域の実情に十分配慮すること。 

三 地方交付税の原資となる税収の見積りに当たっては、特に減額による混乱を回避す

るため、正確を期すよう、万全の努力を払うこと。 

四 地方公共団体の基金については、それぞれの団体が、将来の歳入減少や歳出増加へ

の備えとして積立てを行っており、その財源は行政改革や経費削減等により捻出され

ているものであることに鑑み、その残高が増加していることをもって、地方交付税等

の財源を一方的に減額しないこと。 

五 地方税については、地方財政の自主性・自立性を確立するとともに、安定的で充実

した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること。また、減収が生ずる地方税

制の見直しを行う場合には、代替の税源の確保等の措置を講ずるほか、税負担軽減措

置等の創設や拡充に当たっては、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られる

よう、慎重な対処を行うこと。 

六 個人住民税における控除の在り方については、住民が公平感を持って納税すること

ができるような税体系の構築を目指して不断の見直しを進めること。 

七 電気・ガス供給業に対する法人事業税の課税については、法人事業税が都道府県の

重要な基幹税であることを踏まえ、収入金額課税制度の堅持を基本としつつ、その在

り方について検討を行うこと。 

八 森林環境譲与税の使途を適正かつ明確にしつつ、市町村が主体となった森林整備を

促進するために、国は責任を持って、市町村の林業部門担当者の確保に係る地方財政

措置等、市町村の林務行政支援策を拡充すること。また、これまでの森林施策では対



応出来なかった奥地等の森林整備を着実に進めることに鑑み、各地方公共団体におけ

る森林の公益的機能増進への効果を検証しつつ、必要がある場合には、森林環境譲与

税の譲与基準をはじめ、所要の見直しを行うこと。 

九 巨額の借入金に係る元利償還が地方公共団体の財政運営を圧迫し、諸施策の実施を

制約しかねない状況にあることも踏まえ、臨時財政対策債を始め、累積する地方債の

元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのな

いよう、万全の財源措置を講ずること。また、引き続き、臨時財政対策債の発行の抑

制に努め、地方財政の健全化を進めること。 

十 地方債については、財政力の弱い市町村が円滑に資金を調達できるよう、地方公共

団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を

行うなど円滑な起債と流通、保有の安全性の確保を図ること。また、地方債の発行に

関する国等の関与の在り方については、協議不要基準の緩和等による地方財政の健全

性への影響に留意しつつ、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点から、運用を

含め、更なる検討を進めること。 

十一 東日本大震災の被災地方公共団体に対しては、その復旧・復興事業の更なる加速

化を図るため、引き続き、所要の震災復興特別交付税額を確保する等万全の支援措置

を講ずること。また、近年、住民生活の安全・安心を脅かす自然災害が多発している

状況を踏まえ、防災・減災対策の推進及び被災地の復旧・復興のための十分な財源を

確保すること。 

十二 新型コロナウイルス感染症から国民の生命と健康を守り、経済への影響を最小限

に抑えるため、検査・医療体制の整備、観光・運輸分野、サプライチェーン等への経

済的影響等に関し、地方公共団体が協力できるよう必要な措置を講ずること。 

 右決議する。 

三、参議院総務委員長報告（令和二年三月二七日） 

○若松謙維君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地等に係る固定資産税の

課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦

課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を

所有者とみなして課税することができる制度の拡大、経済社会の構造変化を踏まえた個

人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直し、電気供

給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直し等を行

うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、安倍内閣総理大臣に対する質

疑を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の地域経済への影響と対策、地域社会再



生事業費及び緊急浚渫推進事業費創設の意義と活用策、森林環境譲与税の譲与基準及び

使途の在り方、会計年度任用職員制度の施行に係る財源と適正な運用の確保、公立・公

的医療機関の機能強化の必要性等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より両法

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

 


